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○洪水予報等の伝達方法、避難場所などの
　洪水ハザードマップ等による周知措置の
　徹底
（対象：約1,100市町村 → 約2,300市町村）

○水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の
　一部を改正する法律案　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 ＜予算関係法律案＞

　地域の水災及び土砂災害の防止力の向上を図るため、浸水想定区域を指定する河川
の範囲の拡大、中小河川における洪水情報等の提供の充実、水防協力団体制度の創設、
非常勤の水防団員に係る退職報償金の支給規定の創設、土砂災害警戒区域における警
戒避難体制の充実等所要の改正を行う。

Ⅰ　水防法の一部改正

１．浸水想定区域の指定対象を主要な中小河川に拡大

　　

○浸水想定区域
・指定対象は洪水予報河
川（222河川）

　

・破堤した五十嵐川、刈谷田
　川、足羽川等の中小河川は
　未指定
　　
○洪水予報等の伝達方法
　の周知措置
・洪水予報等の伝達方法、
　避難場所などの洪水ハザ
　ードマップ等による周知
　措置は努力義務
　

・対象約1,100市町村のうち、
　281市町村のみ措置済み
　　　

現　状

改正内容

○現行の大河川（洪水予報河川）のみならず、
　主要な中小河川でも浸水想定区域を指定
　（対象：222河川 → 約2,200河川）

○浸水想定区域調査に対する補助規定の創設

平成16年度
中小河川で甚大
な被害が発生
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平成１６年７月新潟・福島豪雨による大水害
【五十嵐川・刈谷田川等（新潟県）】
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〔凡例〕

破堤後２日目の状況

補助河川６河川１１箇所で破堤。
死者１５名、約14,000戸が浸水。

資料―１
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洪水ハザードマップの作成イメージ洪水ハザードマップの作成イメージ

■　浸水想定区域の作成イメージ

■　ハザードマップの作成イメージ

那珂川における浸水想定区域図
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2．主要な中小河川の洪水情報伝達の充実

改正内容

○流域面積の大きな大河
川については洪水予報

　を実施

○洪水予報が困難な中小
　河川では円滑な避難に
　とって水位情報が重要で
　あるが、現状では提供さ
　れていない。

現　状

○主要な中小河川で特別警戒水位へ達した旨の情報を提供

3．大河川における洪水予報の充実

○現在、洪水予報では
　河川の水位、流量の
　予測のみを実施

　

○堤防の決壊時には、
　関係者に通報

○円滑な避難にとって
　重要なはん濫水の予
　報が、現在では、出さ
　れていない。

現　状 改正内容

○はん濫した洪水が広域に及ぶ河川において、はん濫による浸水
　の区域及びその水深を予報

特別警戒水位
　　避難等の目安
　　になる水位

警戒水位
　　水防団が出動する
　　目安になる水位

普段の水位

カスリーン台風（昭和22年９月）での浸水実績

16日

17日

18日

19日

20日

（16日　0時25分破堤）
決壊地点

水位変化

　 凡 例
　

　 ：水深50cm未満
　　：水深50cm～２ｍ
　　：水深2m以上

計画高水位

計画高水位；安全に洪水を流すための設計水位

水位公表 到達情報
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５．地下施設における避難確保計画の作成

現　状 改正内容

避難確保計画避難確保計画
・　防災体制・避難誘導・　防災体制・避難誘導
・　浸水防止施設・　浸水防止施設
・　防災教育・訓練　等・　防災教育・訓練　等
　　

　　　　　　【地下施設管理者【地下施設管理者 作成】作成】

○市町村地域防災計画に位置づけ
　た浸水想定区域内の地下施設に
　おいて、避難確保計画を作成

○ 地下鉄、地下街などの　
　
　 地下施設で浸水被害が

多数発生

【主な被害】
　H11,H15：福岡駅周辺
　H12        ：名古屋市内
　H16        ：横浜駅西口周辺
　　　　　　 ：東京メトロ等

台風22号（平成16年10月）
による麻布十番駅の浸水

４．水防協力団体制度の創設 等

現　状 改正内容

○公益法人等が消防機関、水防団と
　連携し、活動する水防協力団体制度
　の創設

○水防団員等の減少、高齢化、サラリーマン化で災害時
　の共助体制が脆弱化
　

○社会貢献への関心が高まっており、ボランタリーな活動
　が増加
　

○非常勤の水防団員の退職報償金支給規定がない　

水防を行う団員数の推移
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申請 指定

連携水防協力団体

・監視、警戒等の水防活動
　への協力
・水防に関する情報収集、
　普及啓発活動　　等

　○退職報償金支給規定の創設

水防団

水防管理者（市町村長）

平成15年７月福岡水害
による地下施設の浸水状況

※水防団員及び消防団員の合計

消防機関
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６．高齢者等が主に利用する施設への洪水予報等の伝達

現　状 改正内容

○年々増加する災害時要援護者
　

○Ｈ１６年の主な風水害のうち、水害・土砂災害
　による死者・行方不明者の約６割が高齢者

高齢者、乳幼児等は避難に長時間必要

○浸水想定区域内の高齢者、乳幼児等が
　主に利用する施設への洪水予報等の
　伝達方法を市町村地域防災計画に規定

Ⅱ　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正

土砂災害警戒区域

　○土砂災害情報等の伝達方法、
　　避難場所などの土砂災害ハ

ザードマップ等による周知の
徹底

　

　○土砂災害警戒区域内の高齢
者、乳幼児等が主に利用す
る施設への土砂災害情報等
の伝達方法を市町村地域防

災計画に規定

改正内容

　土砂災害警戒区域における警戒避難体制の充実

避難路
土石流のおそれのある渓流

扇頂部

高齢者等が主に
利用する施設

避難場所

土砂災害警戒区域


